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第３章  計画の基本目標・目指すべき将来像 
 

 

 第１節 計画の基本目標 
 

本県では、これまで「環境首都・山梨」

（「『環境首都・山梨』づくりプラン」平成6

（1994）年～）、「環境日本一やまなしの確

立」（「山梨県環境基本計画」平成17（2005）

年～）を掲げ、豊かな自然の維持を図り、健

康で文化的な生活の確保に努めてきました。

健全で恵み豊かな環境の恩恵を享受してい

る私たちは、本県の環境を将来の世代へ引き

継いでいく責任があります。 

このため、第2章で述べた本県の環境の状

況を踏まえ、「山梨県環境基本条例」で示さ

れた3つの基本理念に基づく取組を推進して

いくにあたり、本計画の基本目標を次のとおり

とします。 

 

 

 

＜第２次山梨県環境基本計画— 基本目標＞ 

県民の環
わ

で守り、創り、未来へ繋げる豊かな環境 
県民総参加による連携（環）により、本県の豊かな環境を保全（守り）、創造（創り）し、未来へ繋

げていくことを目指し、上記を本計画の基本目標とします。 

 
 第２節 ４つの目指すべき将来像 
 

「山梨県環境基本条例」の基本理念及び

計画の基本目標の実現へ向けた取組を推進

するにあたり、「物質循環」、「生活環境」、「自

然環境」、「地球環境」の4つの分野の各々に

ついて、次のとおり目指すべき将来像を定め、

施策を展開していきます。 

 

＜第２次山梨県環境基本計画— ４つの目指すべき将来像＞ 

物 質 循 環 環境負荷の少ない循環型の地域社会 
  

生 活 環 境 安全・安心で快適な生活環境 
  

自 然 環 境 生物多様性に富んだ自然共生社会 
  

地 球 環 境 地球環境の保全に貢献する地域社会 
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山梨県環境基本条例（平成16年4月施行）  基本理念（第三条） 

 環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな恵沢を享受するとともに、その環境を将来
の世代へ継承していくよう適切に行われなければならない。 

 環境の保全及び創造は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減
することその他の環境の保全及び創造に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に

自主的かつ積極的に行われることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への

負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築され

ることを旨とし、科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨と

し、並びに地域の特性に応じた環境の保全及び創造に関する行動により人と自然とが共生す

る潤いのある環境が確保されることを旨として、行われなければならない。 

 地球環境保全は、すべての日常生活及び事業活動において地球環境保全を積極的に推進
されなければならない。 

「県民の環
わ

で守り、創り、未来へ繋げる豊かな環境」 

基 本 目 標 

「⼭梨県環境基本条例」基本理念 

環境負荷の少ない 
循環型の地域社会 

安全・安心で 
快適な生活環境 

生物多様性に富んだ 
自然共生社会 

地球環境の保全に 
貢献する地域社会 

４ つ の 目 指 す べ き 将 来 像 

＜図3-1 条例の基本理念、基本目標、4つの目指すべき目標の関係 イメージ図



第３章 計画の基本目標・目指すべき将来像 

 

34 

 

１ 環境負荷の少ない循環型の地域社会 

 

現在の社会経済システムは経済効率を第

一に追求した結果、様々な環境問題を引き

起こしてきました。 

私たちは、地球が有している限りある資源と

浄化作用の恵みを受けています。これまでの

ような過剰な資源の消費を見直し、環境への

負荷をできる限り軽減するため、廃棄物の排

出抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再

生利用（リサイクル）の取組など、「物を大切に

する文化」のもとで、限りある資源の循環的な

利用を基調とする社会の実現を目指さなくて

はなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全・安心で快適な生活環境 

 

高度経済成長期の産業の発展は、私たち

に物質的豊かさと便利さをもたらす一方で、

大気汚染や水質汚濁などの産業型公害を引

き起こしました。これらの産業型公害は、個々

の発生源に対する規制を中心とした対策によ

り改善されてきました。しかしながら、急速な

都市化に伴い、今日では自動車排出ガスに

よる大気汚染や生活排水による河川・湖沼の

汚濁といった一般の日常生活を原因とする都

市・生活型公害が課題となっています。また、

ダイオキシン類に代表される新たな化学物質

による汚染や土壌汚染による問題が発生して

いる他、東京電力福島第一原子力発電所の

事故により、放射能への関心が高まっており、

県内における放射能レベルの監視が重要とな

っています。 

身近な緑や水辺は私たちの生活に安らぎを

与え、都市特有の環境への負荷を緩和する

など様々な効果が期待されています。また、

身近な緑や水辺が織り成す街並みや、地域

に残る歴史的・文化的な資源、優れた自然

環境が生み出す自然景観などは、私たちの

地域への愛着を生み出します。 

私たちは、きれいな水やさわやかな空気な

どの良好な生活空間、自然環境を保全し、ま

た、心を豊かにするような身近な緑や水辺、

景観、重みのある歴史的・文化的遺産の保

全、活用を図ることによって得られる、うるお

いのある快適な生活環境の確立を目指さなく

てはなりません。 
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３ 生物多様性に富んだ自然共生社会 

 

私たちの社会は、自然から資源を採取する

とともに、多くの自然を破壊しながら都市化を

進め、自然と相対しながら発展を続けてきまし

た。その結果、自然の有する環境保全機能を

失い、時によっては自然の猛威にさらされてき

ました。 

私たちの住む地球は、地形や気候といった

自然的条件とともに、多種多様な生物が織り

成す生態系のバランスのもとに成り立っていま

す。そして、これら生態系のバランスは、何に

よって大きく変化するかわからない、極めてデ

リケートなものです。私たち人間も生態系を構

成する一員です。私たちの行動が生態系を

構成する動植物や自然を傷つけることで、地

球という環境が壊れる可能性もありますが、私

たちは失った自然や動植物を再びつくり出す

ことはできません。 

地球は今を生きる私たちのものだけではなく、

地球に暮らす全ての生き物のものでもあり、将

来、生まれてくる次の世代のものでもあります。

自然の持つ豊かな恵みを将来の世代に継承

するため、人と自然との共生を目指さなくては

なりません。 

 

４ 地球環境の保全に貢献する地域社会 

 

地球温暖化をはじめ、野生生物の種の減

少、オゾン層の破壊、有害廃棄物の越境移

動に伴う環境汚染や酸性雨※といった様々な

地球環境問題が顕在化した20世紀は、こうし

た地球規模での環境問題の解決と持続的な

発展を目指して、各国の協調した取組が展開

されるなど、地球環境の保全が世界共通の

問題の一つとして認識されるようになった世紀

といえます。 

私たちが生きる21世紀は、地球環境時代と

言われています。私たちは、地球に多くの環

境負荷を与えていることを認識し、地球の有

する優れた恵みを後世に伝えるべく、地球環

境の保全に向けて、私たちの足元である山梨

県から小さな取組を一つずつ積み重ね、地球

環境の保全を目指さなくてはなりません。 

 

 


